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第３次地域管理経営計画書（那珂川森林計画区）の変更について

第３次地域管理経営計画（那珂川森林計画区）の一部を次のとおり改める。

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項

（３）特に保護を図るべき森林に関する事項

イ 緑の回廊

野生動植物の生息・生育地を結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の交流を促進

して、種の保全や遺伝的な多様性を確保するため、奥会津森林生態系保護地域から吾妻山

周辺森林生態系保護地域を結ぶ総延長約１８０ｋｍの区域（うち当計画区は２６ｋｍ）に

おいて、「日光・吾妻山地緑の回廊」を設定し、より広範囲な森林の連続性の確保と生物

多様性の維持・向上に努めることとする。

本回廊は、日本海側と太平洋側の移行地帯に位置し、多様な植物群落の連続性を図ると

ともに、希少猛禽類をはじめとする動物相にも着目し、その生息域を重視することとする。

本回廊の森林の取り扱いは、野生動植物の生息・生育、移動や休息、採餌等の緑の回廊

としての機能の発揮を図るものとし、本計画に定めるもののほか、「日光・吾妻山地緑の

回廊設定方針」に基づくものとする。

名 称 延長（ｋｍ） 面積（ｈ a）

日 光 ・ 吾 妻 山 地 緑 の 回 廊 ２６ １８，５８６

総 数 ２６ １８，５８６


